
生駒市規則第１９号 

 生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  平成２８年３月３１日 

生駒市長 小 紫 雅 史    

 

   生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

生駒市立幼稚園保育料徴収条例施行規則（平成１３年６月生駒市規則第１７号

）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表を次のように改める。 

対 象 範 囲 減 免 の 額 

(1) 特定被監護者等が２人以上いる

世帯で、かつ、条例別表のＢ階層

からＣ 3 階層までに該当する世帯に

おいて、当該特定被監護者等のう

ちの第２子である園児（第４号に

該当する園児を除く｡) 

保育料の額に０．５を乗じて得た額  
 

(2) 特定被監護者等が２人以上いる

世帯で、かつ、条例別表のＢ階層

からＣ 3 階層までに該当する世帯に

おいて、当該特定被監護者等のう

ちの第３子以降の園児（第４号に

該当する園児を除く｡) 

保育料の額の全額 

(3) 特定被監護者等が２人以上いる

要保護者等世帯（生駒市立保育所

条例（昭和３０年３月生駒市条例

第８号）別表備考第８項に規定す

る 要 保 護 者 等 世 帯 を い う ｡以 下 同

じ｡)で、かつ、条例別表のＣ 2 階層

又はＣ 3 階層に該当する世帯におい

て、当該特定被監護者等のうちの

１子である園児 

保育料の額に０．５を乗じて得た額 



(4) 特定被監護者等が２人以上いる

要保護者等世帯で、かつ、条例別

表のＢ階層からＣ 3 階層までに該当

する世帯において、Ｂ階層又はＣ 1

階層に該当する世帯にあっては当

該特定被監護者等のうちの第１子

以降の園児、Ｃ 2 階層又はＣ 3 階層

に該当する世帯あっては当該特定

被監護者等のうちの第２子以降の

園児 

保育料の額の全額 

(5) 特定被監護者等のうち３歳から

小学校３年までの者が２人以上い

る世帯で、かつ、条例別表のＣ 4 階

層からＣ 9 階層に該当する世帯にお

いて、当該３歳から小学校３年ま

での者のうちの第２子である園児 

保育料の額に０．５を乗じて得た額 

(6) 特定被監護者等のうち３歳から

小学校３年までの者が２人以上い

る世帯で、かつ、条例別表のＣ 4 階

層からＣ 9 階層に該当する世帯にお

いて、当該３歳から小学校３年ま

での者のうちの第３子以降の園児 

保育料の額の全額 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 


